
　
新
た
に
子
ど
も
手
当
の
支
給
対
象
と

な
る
子
ど
も（
中
学
2
・
3
年
生
）が
い

る
場
合
に
は
、
申
請（
額
改
定
認
定
請

求
書
の
提
出
）が
必
要
で
す
。

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
人

　
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
、
平
成
22
年

3
月
31
日
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
か
っ
た
人
で
、
子
ど
も
手
当
の

支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
が
い
る
人
は
、

申
請（
認
定
請
求
書
の
提
出
）が
必
要
で

す
。

申
請
期
限
＝
9
月
30
日
㈭（
期
限
を
過

ぎ
る
と
満
額
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
）

申
請
窓
口
＝
子
育
て
支
援
課（
市
役
所

2
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
市
民
福

祉
課

支
給
額︵
平
成
22
年
度
・
月
額
︶＝
対
象

と
な
る
子
ど
も
1
人
当
た
り
1�

3
、

0
0
0
円

支
給
月
＝
6
月
、
10
月
、
2
月

※
公
務
員
は
勤
務
先
か
ら
の
支
給
と
な

り
ま
す
の
で
、
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
は
勤
務
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。く
わ
し
く
は
子
育
て
支
援
課︵
☎

20
︲
1
5
3
8
︶へ
。

　
つ
い
て
は
、「
子
ど
も
を
監
護
し
、

か
つ
、
生
計
を
維
持
す
る
人
」
が
受

給
資
格
者
と
な
り
ま
す
。

　
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
ん
だ
け
ど
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
？

　
1
人
目
の
場
合
は
、「
子
ど
も

手
当
認
定
請
求
書
」
を
、
2
人

目
の
場
合
は
、「
子
ど
も
手
当
額
改

定
認
定
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
の
あ
っ
た
翌
月
分
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。

  

9
月
30
日
ま
で
に

  

申
請
が
必
要
な
ケ
ー
ス

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

　
平
成
22
年
3
月
31
日
現
在
、
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
た
人
は
、
児
童
手
当

の
支
給
対
象
の
子
ど
も
に
つ
い
て
改
め

て
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

月
分
の
子
ど
も
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。　

支
給
さ
れ
た
子
ど
も
手
当
は
、

親
が
自
由
に
使
っ
て
い
い
の
？

　
子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会

を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を
応
援
す
る
と
い
う
趣
旨
で
支
給

す
る
も
の
で
す
。
趣
旨
に
沿
っ
て
使

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
が
、

法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
誰
が
、
子
ど
も
手
当

を
も
ら
え
る
の
？

　
受
給
資
格
が
あ
る
の

は
、「
中
学
校
を
卒

　�

業
す
る
ま
で
の
子
ど
も
を

監
護
し
、
か
つ
、
生
計
を

同
じ
く
す
る
父
ま
た
は

母
」
で
す
。
父
母
に
養
育

さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
に

　
今
ま
で
児
童
手
当
を
も
ら
っ
て

い
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
か
ら
は

子
ど
も
手
当
と
児
童
手
当
の
両
方
を

も
ら
え
る
の
？

　
平
成
22
年
度
か
ら
は
、
子
ど
も

手
当
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
児

童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
平
成
22
年
6
月
は
、
平
成
22
年

2
・
3
月
分
の
児
童
手
当
と
4
・
5

こ
れ
を
読
め
ば
ス
ッ
キ
リ

子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
制
度
で
す
。

今
回
は
、
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
よ
く
あ
る
質
問
を
、
Q
＆
A
形
式
で
紹
介
し
ま
す
。

子
ど
も
手
当

Q

Q

Q

A

A

A

A Q

　子ども手当は、子どもたちの健やかな成長のために支給さ
れるものです。学校給食費や保育料など、子どもの育ちに直
接かかわる費用を支払わず、関係のない用途に使ってしまう
ことは、とても残念なことです。子どもの将来のために、手
当を有効に使いましょう。

お子さんの将来の夢は何ですか？
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